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企 画 係

罰則
現行制度
・３月以下の懲役又は５万円以下の罰金

令和８年４月から
・ 交通反則通告制度対象

（いわゆる『青切符』の対象）に！！
※ 反則金額：6000円

どの信号に従えば良いの？

車道走行中
⇒対面する車両用信号機
歩道走行中
⇒対面する歩行者用信号機

※ 自転車の通行区分に関しては、
「自転車安全指導通信第２号」参照

交通反則通告制度 と は

運 転 者 が し た 一 定 の 道 路 交 通 法 違 反

(反 則 行 為 ： 比 較 的 軽 微 で あ っ て 、 現 認 、

明 白 、 定 型 的 な も の )に つ い て 、 反 則 者 が

警 察 本 部 長 の 通 告 を 受 け て 反 則 金 を 納

付 し た 場 合 は 、 公 訴 が 提起 さ れ な い 制 度 。

同 制 度 が 自 転 車 の 交 通 違 反 に 導 入 さ れ

る と 、 １ ６ 歳 以 上 の 者 が 行 っ た 自 転 車 の 反

則 行 為 に 対 し て 、 青 切 符 に よ る 処 理 が 行

われ ま す 。


